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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 12 条第 1 項の規定に基づき，全国自動ドア協会（JADA）及び一般財団法

人日本規格協会（JSA）から，産業標準原案を添えて日本産業規格を制定すべきとの申出があり，日本産業

標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が制定した日本産業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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日本産業規格          JIS 
 A 4723：2026 
 

自動ドア開閉装置の性能要求事項 
Performance requirements for automatic door systems 

 

1 適用範囲 

この規格は，建築物の開口部に用いる自動ドア開閉装置（以下，開閉装置という。）の性能要求事項につ

いて規定する。 

この規格は，引き戸及び開き戸に用いる開閉装置を対象とする。 

この規格は，次のものには適用しない。 

－ 車両用 

－ エレベーター用 

－ 上下開閉形 

この規格は，自動ドア開閉装置のうち，法令などで定める防火設備としての特殊機能は対象とせず，法

令などで定める特殊機能が，それらの用途の要件に適合することが優先される。 

2 引用規格 

次に掲げる引用規格は，この規格に引用されることによって，その一部又は全部がこの規格の要求事項

を構成している。これらの引用規格のうち，西暦年を付記してあるものは，記載の年の版を適用し，その

後の改正版（追補を含む。）は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は，その最新版（追補を含む。）

を適用する。 

JIS A 1551 自動ドア開閉装置の試験方法 

JIS A 4702 ドアセット 

JIS A 4722 歩行者用自動ドアセット－安全性 

JIS B 9704-2 機械類の安全性－電気的検知保護設備－第 2 部：能動的光電保護装置を用いる設備に

対する要求事項 

JIS B 9704-3 機械類の安全性－電気的検知保護設備－第 3 部：拡散反射形能動的光電保護装置に対

する要求事項 

JIS C 5442 制御用小形電磁リレーの試験方法 

JIS C 9335-1 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－第 1 部：通則 

JIS C 60068-2-52:2020 環境試験方法－電気・電子－第 2-52 部：塩水噴霧サイクル試験方法（塩化ナ

トリウム水溶液）（試験記号：Kb） 

JIS C 61000-6-1:2019 電磁両立性－第 6-1 部：共通規格－住宅，商業及び軽工業環境におけるイミュ


